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平成27年第４回白石町議会定例会会議録 

 

 会議月日  平成27年12月11日（第４日目） 

 場  所  白石町役場議場 

 開  会  午前９時30分 

 

１．出席議員は次のとおりである。        

     １番  川 﨑 一 平      10番  秀 島 和 善 

     ２番  前 田 弘次郎      11番  井 﨑 好 信 

     ３番  溝 口   誠      12番  大 串 弘 昭 

     ４番  大 串 武 次      13番  内 野 さよ子 

     ５番  吉 岡 英 允      14番  西 山 清 則 

     ６番  片 渕   彰      15番  岩 永 英 毅 

     ７番  草 場 祥 則      16番  溝 上 良 夫 

     ８番  片 渕 栄二郎      17番  久 原 房 義 

     ９番  久 原 久 男      18番  白 武   悟 

 

２．欠席議員は次のとおりである。 

    な  し 

 

３．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者は次のとおりである。 

   町    長  田 島 健 一    副  町  長  百 武 和 義 

   教  育  長  江 口 武 好    総 務 課 長  本 山 隆 也 

   企画財政課長  片 渕 克 也    税 務 課 長  吉 原 拓 海 

   収納対策専門監  木 下 信 博    住 民 課 長  渕 上 隆 文 

   保険専門監  門 田 和 昭    保健福祉課長  井 﨑 直 樹 

   長寿社会課長  片 渕 敏 久    生活環境課長  門 田 藤 信 

   水 道 課 長  山 口 弘 法    下 水 道 課 長  堤   正 久 

   産 業 課 長  鶴 﨑 俊 昭    ６次産業専門監  矢 川 又 弘 

   農村整備課長  大 串 靖 弘    建 設 課 長  荒 木 安 雄 

   会 計 管 理 者  小 池 武 敏    学校教育課長  小 川 豊 年 

   生涯学習課長  松 尾 裕 哉    農業委員会事務局長  一ノ瀬 美佐子 

   主任指導主事  白 濱 正 博 

 

４．議会事務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

   議会事務局長  吉 岡 正 博 

   議 事 係 長  久 原 雅 紀 

   議事係書記  香 月 良 郎 
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５．会議録署名議員の指名 会議録署名議員に次の２人を指名した。 

     １番  川 﨑 一 平      ２番  前 田 弘次郎 

 

６．本日の議事日程は次のとおりである。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 議案第59号 白石町個人番号の利用に関する条例の制定について 

 日程第３ 議案第60号 白石町税条例の一部を改正する条例について 

 日程第４ 議案第61号 白石町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 日程第５ 議案第62号 白石町放課後児童健全育成事業負担金徴収条例の一部を改 

            正する条例について 

 日程第６ 議案第63号 白石町有明スカイパークふれあい郷の指定管理者の指定に 

            ついて 

 日程第７ 議案第64号 白石町交流館の指定管理者の指定について 

 日程第８ 議案第65号 佐賀県西部広域環境組合の共同処理する事務の変更及び同 

            組合規約の変更について 

 日程第９ 請願第４号 ＴＰＰ交渉に関する請願書 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

９時30分 開議 

 

○白武 悟議長 

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

日程第１ 

○白武 悟議長 

 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議規則第119条の規定により、本日の会議録署名議員として、川﨑一平議員、前

田弘次郎議員の両名を指名します。 

 本日の議事進行について申し上げます。 

 本日の審議は、質疑、討論、採決の順で行います。 

 

日程第２ 

○白武 悟議長 

 日程第２、議案第59号「白石町個人番号の利用に関する条例の制定について」議題

とします。 

 質疑ありませんか。 

 

○秀島和善議員 

 担当課長に、議案第59号の「白石町個人番号の利用に関する条例の制定について」、
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とりわけ具体的にはマイナンバー制度導入にかかわってお尋ねをします。 

 世論調査では、マイナンバー制度に関して、70％強の方がよくわからないとか疑問

である、反対だという声が圧倒的に多い状況です。そこで紹介したいと思いますけれ

ども、けさの佐賀新聞の広場の読者の声にこのような不安な声が寄せられていました。

心配なマイナンバーということで、みやき町の方でしたけれども、63歳の方です。近

所の人からマイナンバーについて聞かれた。マイナンバーの番号を教えてくれ、通知

の写しも送ってくれと国から文書が来た。教えて大丈夫だろうか。もし教えなかった

ら恩給がストップされるのだろうか。そこで佐賀行政評価事務所に電話した。しばら

くすると、大丈夫との返事。しかし、恩給や年金受給者は、マイナンバーについて新

聞やテレビによる断片的な内容しか知らない。それも悪い話が多い。例えば、官公庁

の名前を語った聞き出そうとする問い合わせ先に電話すると結局だまされる。教える

罪になる、制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の所得に御注意などなど、国からの

通知でもまずは疑わなければならない、心配だからであると。こういう文章が後にも

続きますけれども、町民の不安な声、疑問の声、こういう声に代表されるのではない

かと思いますけれども、まず第１点目に担当課長にお尋ねしますけれども、このよう

な声が、疑問が、現在窓口にどれだけ寄せられているのかというのが第１点です。 

 第２点目です。 

 私の一般質問で、通知が戻ってきてるというのが732通ということでありました。

9.5％、これに当たって、どういう適応、対応をなされようとしているのかお尋ねし

ます。 

 ３点目に、高齢者ひとり暮らしの方や高齢者２人暮らしという方たちにとっては大

変複雑な、またよくわからない文書の内容です。とりわけ目の不自由な方やハンデの

ある障がい者などに対しては、どのように対応なされようとしているのかというのが

第３点目です。 

 最後にお尋ねしたいのが、町内357の法人事業所では、私に対して３人の方から、

事業所から番号を教えてくれというふうに言われたと、それでこれは強制的なんだろ

うかということで、私に疑問があるということで電話を寄せられましたけれども、い

や、これは任意であるので何も強制でありませんよという返事だけしました。担当の

課長にこの点、事業所から問い合わせがあったとき、問い合わせというのは職員です。

職員に問い合わせ等があったときに、これは教えないと何かメリット、デメリットが

出てくるのか、いかがでしょうか。 

 以上です。 

 

○本山隆也総務課長 

 ただいま発番ということで、総務省のほうからそれぞれの御家庭にそれぞれの個人

に振られた番号が配達、到達され、そしてまた不在のところはまた郵便局のほうに保

管、それから町への保管、それからまた届かない方への確実な番号の付番ということ

で配達のところに来ているかと思っております。マイナンバーを含め、住民の皆様へ

の不安と申しますか、成り済ましとか、あるいはマイナンバーを利用した口座の犯罪

的な行為等が今心配されるところではございます。このような心配につきましては、
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国及び県の指導のもと、それぞれの皆様への心配を取り除くべく、またそういったあ

ってはならない行為に関しては処罰等もございます。国民の皆様、住民の皆様の、外

部に漏れるのではないか、あるいは個人番号が漏れて財産への被害をこうむるのでは

ないかといった懸念はございましょうけれども、そういったことへの対応といいます

か、それぞれの制度に関する保護措置、あるいはそういったシステムに関する保護措

置などに十分国の指導を得ながら取り組み、皆様の不安を払拭すべくしていくと思っ

ております。 

 申請に関しては任意でございますので、それぞれ番号のカードを作成する作成しな

いはございましょうけれども、既に10月からの番号の付番ができた時点でもうこの制

度は効力を発効し、十分皆様に利便性を与え、そしてまた行政においても事務の合理

化、透明性、適正性を発揮されていくものだと思っております。 

 さらに、この通知が配達されなかった分については、また住民課のほうからお願い

したいと思います。また、高齢者の対応についてもお願いしたいと思います。 

 法人等の番号につきましても、それぞれの事業所からのお問い合わせに法的な面、

あるいは取り扱いの面、事務的な面についても、十分こちらのほうで御説明できる分

は行いたいと思いますので、どうぞ役場のほうにお問い合わせ願って、十分な説明を

尽くしていく所存であります。 

 以上であります。 

 

○吉原拓海税務課長 

 秀島議員の最後の質問、４番目の質問についてお答えしたいと思います。 

 事業所に個人が回答する義務があるかというふうな御質問だったと思います。今、

事業所数357というふうなことでおっしゃいましたけど、この数字につきましては、

一応我々税務課として町内の法人で課税している団体でございまして、法人番号につ

きましては、個人番号と違いまして13桁というふうな決まりになっております。なお

かつ、法人についてはホームページ上で番号については公表されるというふうなこと

になっております。昨日現在で、白石町の法人といたしましては426法人がホームペ

ージ上、公開になっております。これについては、他社の方がその法人番号を使うこ

とについては問題ないというふうな、公表されるものですので、そういうふうなこと

になっております。 

 御質問の中身でございますけれども、事業所が、今源泉徴収とか扶養親族の申告に

関するところで個人番号を書く欄がありまして、そこの中に記載する欄が設けてあり

ます。その分で、事業所の方が各従業員の方にそれを教えてくれというふうなことが

あってると思います。法の施行が28年１月１日施行でございます。それまでは答える

義務がないと我々は思っております。ただ、28年１月１日以降は、法の施行がありま

すし、地方税法、今回条例改正もいたしておりますけど、その分についても１月１日

から改正を今回お願いしておりますけど、それが可決されれば、当然その番号は各申

請書、申告書、それに記載して提出する義務が生じてまいります。つきましては、今

の段階では必ずしも報告をしなくてもいいと思われますが、来年の１月１日からは必

ずそれに求めて記載してもらうというふうなことになります。 
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 以上です。 

 

○渕上隆文住民課長 

 秀島議員の第２項目、３項目の御質問についてお答えを申したいと思います。 

 まず、２点目でございました、私、一昨日の一般質問の中で、郵便局からの返戻分

ということで732通、9.5％の返戻率でありますということで申し上げました。これの

対応につきましては、まず宛所なしにつきましては135通、保管期間経過が597通とい

うふうに申し上げておりまして、まずこの宛所なしにつきましては、郵便局のほうが

11月25日から戻ってきておりますので、すぐ整理をいたしまして文書のほうを送付を

いたしております。この通知カードが転送不要となっておりますので、10月５日時点

の住民票の住所地のほうに送られてきますので、当然そこに転出等でいらっしゃらな

い場合は郵便局のほうからまた戻ってきますので、今回は普通郵便で役場のほうに預

かっておりますということで出しておりまして、これは転送が可能でございまして、

もし郵便局のほうに新しい住所の届け出をされている場合はそちらのほうに行きます

ので、そちらのほうから数件の問い合わせ等もあっております。また、保管期間経過

の分につきましても、今回新たにまた文書を差し上げまして対応させていただいてお

ります。 

 それと、来週の水曜日、木曜日だと思いますが、時間外の開庁をいたしております。

２日間、時間外の開庁をいたします。それと、土曜日午前中、開庁いたしまして、な

かなかお仕事等で来られない方もいらっしゃいますので、そういう方の利便性を考慮

しまして、平日の時間外開庁と土曜日の開庁を今考えておるところでございます。 

 それと、高齢者の方に対しましては、８月24日から９月25日の１カ月間に、例えば

独居の方で施設に入所されてる方とか病院に入院されてる方については、当然住所地

のほうにいらっしゃいませんので、施設のほうに、居所の届け出書というのがござい

まして、それを出していただくということで、町内の施設を回ってお願いをいたした

ところでございます。それにつきまして、98件の届け出がございましたので、その方

たちにつきましては施設のほうに届け出がされていることと、それと昨日、まだ来て

おられない方については、施設を回って交付の手続をしてきたところでございます。 

 以上でございます。 

 

○本山隆也総務課長 

 以下、答弁をさせていただきます。 

 現在、お問い合わせにつきましては、関係部署の広報、情報係につきまして、法整

備に関するお問い合わせについてはないというふうに聞いております。それから、取

扱事務については、今住民課長も申したとおり、カウンターやお問い合わせはあって

いるようでございます。 

 以上であります。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 
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○秀島和善議員 

 １点だけ、町長にお尋ねをいたします。 

 国の機関の世論調査でも、70％強の方がマイナンバー制度についての疑問、不安、

よくわからないという数字が出ております。さらに、私も一般質問で取り上げた、平

成15年８月から始まった住民基本台帳カード、住基カードですけれども、福富、有明、

白石で13年かかって612枚というのが現状でしたけれども、このマイナンバー制度に

ついて、周知徹底が現時点で十分図られているというふうに認識をされているのか、

及びこのマイナンバー制度が住民にとってどれだけのメリットがあるのか、その点、

町長の認識を伺いたいと思います。 

 

○田島健一町長 

 ただいまの秀島議員の御質問でございますけども、まずこれまで国において、長い

時間かかって周知をしていただいているところでございまして、私ども町といたしま

しても、いろんな機会使って周知をさせていただいているところでございます。町と

いたしましても、ことしの６月から広報誌やホームページ等々でもお知らせをしてい

るところでございます。また、10月からは出前講座でも周知をさせていただいている

ところでございます。 

 また、メリットというようなお話もございましたけれども、先ほど議員のほうから

も70％の人たちがどうやろかというようなお話もございましたけれども、町として、

この周知の度合いであるとか、町民の皆さんがどう思われてるかというのは認識はし

ていませんけども、私、個人的な判断といたしましては、全てがこれでうまくいくと

か、これで全てが悪くなるとかということは考えておりませんで、国におかれても、

28年１月１日からこれを正式に運用されていくわけでございますけれども、これが何

も改正がなくてそのまま行くかというと、それは法律も動くものだというふうに思い

ますので、見直し等々も出てくるんじゃなかろうかなというふうに思います。そうい

うことから、現時点において、メリットがこうですよ、デメリットもこんなものがあ

りますというのは、私からはちょっとまだ申し上げられない、動いてないから申し上

げられないかなというふうに思います。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議員 

 済みません。１つだけ、ちょっと簡単なことですけれども、ページ１ページの中に

第４条ですが、個人の番号の利用の範囲というところであります。それで、利用の範

囲という法律で、次の３ページのところにこんな法律がありますよということで示し

てあります。生活保護法、地方税法、中国残留邦人等の円滑なと書いてありますが、

この４番目の中国残中邦人等のというのは法律ですので、白石町の条例の中には私が

余り見かけませんが、町内の中でこういう支援をしている、この支援に関する法律の

中で町内の中でそういう方がいらっしゃるのかどうか、そこだけお尋ねをします。 
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○井﨑直樹保健福祉課長 

 お尋ねの件ですけれども、第４条では利用できる事務ということになります。今現

在、白石町では該当はいらっしゃいませんが、例えば、児童手当は法で決まっており

ますので、ここには上がっておりません。児童手当につきまして、今町内に在住の方

は所得の確認というのは町で申告されますので、今どうしてるかというと、個人情報

目的外使用というのを総務課に事務局から出して総務課で審査を受け、よいとなれば

税務課の情報を児童手当の情報として使わせていただくと。マイナンバーになります

と、これが法で決まっておりますのですぐ使えると、連携ができるということになり

ます。あと、では町外にいらっしゃる方が町内に来られた場合、ですから４番目の中

国残留邦人の支給費云々かんぬんの方が、もし白石町に来られた場合ということにな

ります。この場合は、今のところ児童手当の手続上、持ってきていただくものという

のが必要になってまいります。その中に所得課税証明書をとってきてくださいという

言い方になります。ですから、例えば鹿島市とか、近隣市町村の場合は車で行って戻

れるかもわかりませんけども、遠いところ、東京とか、お住まいの方が戻られたとき

に、ここに上げときませんと、児童手当は法律で連携ができるのに小・中学生の医療

ば受けるためにはとってきてくださいということになりますので、今回条例を上げさ

せていただきます。ここに上げることによって同じ手続、どちらも所得課税証明書を

とってきていただく必要はないということでの、住民の方への簡素化ということにな

ります。ですから、今現在該当がいらっしゃるいらっしゃらないにかかわらず、法で

書かれている分をそのままこちらのほうに列記してるということになります。 

 以上です。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○大串弘昭議員 

 ちょっと初歩的な質問ですけれども、今ナンバーの通知、各個人に振られて、家庭

に来とるわけですけども、それをそのままほったらかして、カード、写真をつけない

で申請をしないというふうなことで、ほったらかした場合はどうなりますか。そのま

ま、それは今後。 

 

○井﨑直樹保健福祉課長 

 通知カードについては、手続をされる場合、今児童手当で申し上げております。児

童手当をする場合に番号を書くところが出てきます。通知カードをお持ちになって免

許証も必要になります。通知カードと個人番号カードの違いですけども、通知カード

というのはあくまで番号のお知らせカードになっております。行政手続に児童手当で

来られる場合に、通知カードと免許証を見せてくださいということになります。個人

カードをお持ちでなくても、通知カードと免許証をお持ちであれば、あるいは保険証

をお持ちであれば、それで十分事が足りるということになります。ただ、紛失なさい

ませんようにという御注意は申し上げていかなければならないかと思っております。 
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 以上です。 

 

○大串弘昭議員 

 特にお年寄りさん、老人の方は非常に面倒じゃないかと思うんです。そういった、

写真つけてカードをつくるというふうなことを実際されるのかなというふうな、そう

いうような疑問を持つもんですから、ちょっとその辺が簡単じゃないなというふうな

感じがするわけですけども。その辺のところをちょっとお聞きしたいんです。 

 

○井﨑直樹保健福祉課長 

 今、福祉のほうで特別弔慰金という事務をしております。戦後の戦没された方の弔

慰金なんですけども、これが来年１月から法で決まっておりまして、個人番号を記載

するようになっております。高齢者の方について、そういった個人番号のカードまで

必要かというと必要ではございません。ただ、国が管理する中、弔慰金というのは国

の事務になっております。受け付けは市町村でしておりますけども、その中で、この

方がほかの市町村に行ってもこの人ですよというところは国のほうで、転出、住所が

変わられたときでも、Ａさんというのが国では同じ人ですという番号の使い方になり

ます。市町村の事務において、この個人番号のカードを管理するといいますか、使い

分けるということは、今のところ特にないんですけれども、あくまで国の事務です。

国の場合は、白石町の方が、例えば鹿島市のほうへ移られると、施設を含めて、そう

いった場合に、この人ですという特定のために番号を付すということになっておりま

すので、特に高齢者の方が、先ほども申し上げております個人番号カードを必ずつく

らんといかんかというと、そうではないということになります。手続上必要というこ

とで、番号によってＡさんという特定をどこの市町村に行ってもできるというための

番号と御理解いただければと思います。 

 以上です。 

 

○本山隆也総務課長 

 詳しくは保健福祉課長が申し上げましたけれども、今送られているのが少しぺらぺ

らした感じはございますけど、通知カードというものでございます。そして、それが

もう送られた段階で既にもう効力は発生しますので、改めてまた写真をつけた免許証

みたいな個人番号カードを無理して、つくらなくていいわじゃないんですけれども、

そこまでしなくても、既に効力は発生しますので、あれを持ってらっしゃるだけで既

にもう効力はあるというふうに御認識されてよろしいかと思っております。 

 

○前田弘次郎議員 

 先ほどのことですけど、高齢者の方は多分カード取得ができないと、されるのはち

ょっと難しいと思って、できないと思います。そういった場合に、役場のほうに来て、

私はカードを持ってません、番号もわかりませんといったときには、何か番号を教え

ていただけるようなあれはあるんですか。 
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○渕上隆文住民課長 

 お答えを申し上げます。 

 個人さんで番号を、通知カードのほうは自宅のほうに送られてきてると思いますが、

それを手続の際に持ってこられなかったような場合は、個人番号つきの住民票という

のがございますので、申請をしていただければそれはとることができます。ただ、保

険係の業務で申し上げますと、国保とか、後期高齢については、国のほうから課長名

の通達がまいっておりまして、申請の際にどうしてもそれを持ってきておられない方

については職権の中でそれが対応できるというふうに運用が参っておりますので、そ

ういう手続で対応させていただきたいと思います。 

 

○片渕 彰議員 

 マイナンバーの法人についてお尋ねいたします。 

 今、話を聞いたら、余り重きにおかんでよかよというふうな感じを受けるんですが、

法人においては、個人の、仮に従業員としたら、マイナンバーの分をコピーをしたら

いかんと。それで、受け取ってもいかんですよと。本人さんがいるところで控えてく

ださいと。しかし、この法人のほうにはえらい課せられた分がありますので、その辺

の重さというか、今話聞いてたら、割とせんでもよかよ、してもよかよというような

感じを受けますので、法人についての説明をお願いしたいと思います。 

 

○吉原拓海税務課長 

 今、片渕議員のほうからお聞きになられたのは、法人の場合の事業所、法人の方が

従業員さんの番号を確認するという事務の流れだと思います。今、町民の皆さん全て

に配られているのはマイナンバーの通知書でございます。その通知書には12桁の個人

の番号が入っております。カードについては、その後つくるかつくらないかというこ

とが発生していますので、基本的には通知がされた段階で個人に番号が振られたとい

う状況になっております。今度は法人の場合には、届出書あたりが国税とか法人法と

か、そこら辺の分で申告書、もしくは申請書あたりに番号を記載しなければならない

というふうなことに法律改正がなって、それが来年の１月１日以降というふうな形に

なっております。今、事業所、もしくは法人の方が提示を求めておられるのは、12月

末までに出される書類については記載の義務がないと思われます。ただ、１月１日以

降に、そういう税務署とか市町村、県とか出される部分については、必ず記載してく

ださいというふうな形になってると思います。そういう場合に関しては、個人様から

番号を聞き取ってという形だと思います。ただ、その場合、コピーをしてはならない

とか、そういうふうな罰則規定がいろいろありますので、そういうふうなことで制限

されているんじゃないかなと思っております。 

 

○片渕 彰議員 

 一応、12月を過ぎてから、それぞれ確定申告やれ、源泉やりますけど、その折に、

来年１月１日から施行されるということであれば、これ、漏えいをしないようにとい

うことであれば、本当はパソコンの、全然インターネット接続しないやつを会社とし
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ては持たんばいかんというふうなところは考えれないかどうか。今、どこでも通じて

るから、そういう意味ではどうですか。パソコンあたりの、別の、この分の使える分

を別に持ってこんといかんというふうなことがあるかどうか、ちょっとお尋ねです。 

 

○吉原拓海税務課長 

 この件については、セキュリティーとかシステムの話だと思います。 

 今、個人番号を振られている部分につきましては、今のところ12桁の番号でござい

ますけど、これがポータルサイトで一括して管理され、そしてそれを税務署とかいろ

んなとこが照会する形になりますけど、その分が、今度は変換されて符号という形に

変わります。今、個人に番号が振られてはおりますけど、ポータルサイトの中では符

号という形で全く違う番号にその都度その都度変わるようになっているということで

ございます。詳しいシステムの中身についてはわかりませんけど、そういうことでセ

キュリティーが守られて、個人番号の漏えいはないというふうなことで今聞いており

ます。 

 以上です。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○片渕栄二郎議員 

 ページ１ページの第３条、条文の最後に地域の特性に応じた施策を実施するものと

いう条文がございますけれども、本町として特性に応じた施策はどういったものを考

えておられるのか。 

 

○本山隆也総務課長 

 現在、先ほど保健福祉課長も申しましたとおり、この法律によりまして利用できる

特定の個人情報の事務については規定されております。また、それ以外の白石町で行

わなければならない、あるいは行いたい事務を、今回別表の１、２でお示しして、こ

の事務についても特定番号を使って行いますといったのが今回の御提案でございます。

また、それ以降の白石町独自の、白石町としてこういった事務をもっと効率よくやり

たいという場合にこのマイナンバーを事務で使う場合には、またそこで協議を持ちま

して、どういったものに使いますのでお願いしますという御提案になろうかと思いま

す。ですので、この今回の御提案、上程そのものが地域に特性してしなければならな

い、あるいはやりたい事務ということで御提案申し上げているところでございます。 

 以上であります。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○大串武次議員 
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 １点だけお尋ねいたします。 

 現在、国外に在籍をしていて住所を日本に置いてないと、そういう人は通知カード

が行ってないと思うんです。そういう方が日本に帰国されて住所を有した場合、そう

いうふうな方にはどういうふうな対応をなされるようになっているのか、お尋ねいた

します。 

 

○渕上隆文住民課長 

 このマイナンバー制度は、10月５日時点に日本国内に住所を有する方に通知カード

が届いているところでございまして、国外に現在おられる方は日本に住所がございま

せんので、今おっしゃるように、この通知カードのほうは行きません。ただ、この方

が日本に帰国をされて、住民票の届け出をした住所地のほうから新しく通知カードは

交付するようになっております。 

 以上でございます。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○吉岡英允議員 

 １点だけお伺いします。 

 先ほどからずっと話を聞いていて、通知カードを紛失した場合、仮に、先ほどのお

話の中で住民票にも番号が載ってくるというふうなことですので、１回個人さんが自

分の番号を覚えてしまえば、もうそれから先は通知カードも要らんということになる

とですか。その番号の控えだけ自分が持っとけば、あと免許証を持っとければ、通知

カードは要らないというふうなことで判断してよかとでしょうか。 

 

○渕上隆文住民課長 

 あくまでも申請時点では通知カードの提示と本人確認である身分証の証明が必要に

なってまいります。 

 したがいまして、通知カードをお持ちでない場合は、業務にも違ってくると思いま

すが、個人番号つきの住民票をとっていただくということになると思います。 

 紛失された場合は、現在では手数料が500円要るところでございます。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 討論ありませんか。 

 

○秀島和善議員 

 私は、議案第59号「白石町個人番号の利用に関する条例の制定について」反対討論
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をさせていただきます。 

 この条例は、マイナンバー制度導入に伴うものです。マイナンバーは、赤ちゃんか

らお年寄りまで国民の一人一人に12桁の番号をつけ、社会保障、税などの情報を国が

管理し、行政手続などで活用するものとされています。本年10月には番号が割り振り

され、来年１月から運用開始となり、各種証明書の交付から社会保障の手続など、広

範囲にわたってマイナンバーを利用、管理することになります。しかも、通知カード

が届かない世帯も多くなっています。 

 反対の理由の１つ目は、マイナンバー制度により多岐にわたる個人情報が集積され、

情報漏えいのリスクが高まることです。マイナポータルで自分の情報をコントロール

できるとのことですが、高齢者や障がい者など、全ての人が自己情報を適切に保護、

管理できる保障はありません。また、民間事業者が従業員のマイナンバーを扱うこと

になりますが、白石町でも426社の事業者全てが番号を適正に管理することができる

のでしょうか。人間がかかわるものである以上、情報漏えいを防ぐ完全なシステム構

築は不可能です。日本年金機構が不正アクセスを受け、125万人もの個人情報を流出

させたことがそれを証明しています。集積された個人情報が悪意を持って盗まれ、売

買され、不正利用されれば、取り返しがつきません。国会では、運用前からマイナン

バー利用拡大のための法改正案が審議され、強行されました。銀行口座、ゆうちょ口

座のマイナンバー管理、特定健診結果、予防接種履歴の情報連携など、情報提供がで

きるというものです。個人の秘密性の高い情報の流出を防ぐ有効な対策を立てず、国

会で法案を成立させたことに対しても大きな批判が寄せられています。アメリカや韓

国では、マイナンバー制度によって共通番号と個人情報がセットで大量流出し、プラ

イバシー侵害、犯罪利用、成り済まし被害が横行して、社会問題となっています。ま

さにＩＴ先進国と言われる国の政府機関や大企業でも情報漏えいを防げていません。

さらに、共通番号の官民利用の推進は、情報を取り扱う人、場所がふえ、不正利用や

情報漏えいの危険が高まります。 

 反対理由の２番目には、マイナンバー制度導入の狙いが税の徴収強化や社会保障給

付の削減にあることです。国民の管理、監視を強め、所得や資産を掌握することで税

金の徴収強化や社会保険料の負担増をするとともに、社会保障削減の手段にしようと

しているのです。預金口座への利用拡大や、麻生財務省が我が党の国会議員の質問に、

社会保障制度を維持するため負担能力に応じた負担が必要と述べていることからも、

これは明らかです。 

 反対理由の３つ目は、これだけの問題がありながら、国民にメリットはほとんどあ

りません。年金や福祉の申請で書類をそろえる手間が省けるとの宣伝がありますが、

多くの人にとって年１度あるかないかの手続です。一方で、ネットワーク構築には初

期費用3,000億円、維持費に年300億円かかるとされており、これらは全て国民負担で

す。内容を知っている国民は政府の行った調査で28％しかおらず、７割の国民がよく

理解しないまま情報流出リスクを高め、憲法が保障する基本的人権の侵害にも直結し

かねない制度を導入するべきではありません。 

 よって、今回出されている「白石町個人番号の利用に関する条例の制定」に反対討

論とさせていただきます。各議員の御理解と御賛同をよろしくお願いいたします。 
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○白武 悟議長 

 ほかに討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第59号「白石町個人番号の利用に関する条例の制定について」採決を

します。本案に賛成の方は起立願います。 

 〔賛成者起立〕 

 起立多数です。よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第３ 

○白武 悟議長 

 日程第３、議案第60号「白石町税条例の一部を改正する条例について」議題としま

す。 

 質疑ありませんか。 

 

○久原房義議員 

 議案第60号についてお尋ねでございますけども、非常に盛りだくさんの条例改正が

出ておりますけども、新旧対照表を見ればわかるということなのかわかりませんけど

も、非常にわかりづらいです。いろいろ、条項によってはもうちょっとわかりやすい

説明資料といいますか、中途半端にわかって、中途半端でなかなか起立はしにくいわ

けですよ。ですから、十分理解した上で賛成なら賛成ということにいたしたいわけで

すけども、これだけの資料を見ておる中では、本当に十分な理解がというところまで

はなかなか難しいかなと思うわけでして、もう少しわかりやすく、現行はこうです、

改正後はこうなりますと、わかりやすい説明資料あたりをいただければ、十分理解が

進むかなと思うわけですけども、ちょっとの説明ぐらいでこれをわかれというのは、

私はちょっと無理かなと。ほかの議員さんは十分わかるとおっしゃられるかもわかり

ませんけども、非常にわかりづらいというふうに思います。 

 そういうことで、できたら十分理解した上で起立をしたいと思っておりますので、

もう少しわかりやすく、再度ですが、ここがこう変わりますというところあたりを、

要点だけで結構ですので、申しわけございません、もう一回お願いします。 

 

○吉原拓海税務課長 

 税条例に関しては、かなり文章的に難しい部分がございます。本当に久原議員おっ

しゃったとおり、今回説明をつけたほうがよかったのかなというふうに我々反省して

おります。ただ、改正の中身について、大きく町民の方が不利益をこうむるとか、い

ろんな改正の部分については、できるだけ事前に説明会をするというふうなことでや

っとります。 

 今回の条例改正の部分で、当初提案説明のときに申したとおり、まず１つに徴収猶

予の部分が、条例改正で８条から12条までが入っております。その部分について簡単
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に申し上げますと、今回の地方税法の改正につきましては、今まで徴収の猶予という

ふうなものがありませんでしたけど、国税のほうの改正があっとります。国税の改正

で、滞納の方についての徴収猶予をする場合には、滞納処分をすぐいたしますけど、

その部分について、本人の申し出があったら猶予ができる、それからもう一つは、財

産について災害を受けたり盗難があったとか、それから親族に病気があったり負傷が

あったとか、そういうふうなことでどうしても事業を継続することに困難が生じると

か、生活が困窮に至るというふうなことがあれば、申請をもとに徴収の猶予ができる

という国税法の改正が既にあっとります。それを受けて地方税の改正があっとります。

地方税の改正のもとに、今度は各地域の事情、町の事情によって条例で決めなさいと

いうふうなことが決められております。その部分についてあったものが、徴収金につ

いてはどのようにして集めるのか、ここでは分割納付で集めますよというふうなこと

にしております。それから、申請書について、記載事項はどのようなものを決めるか

というふうなことで、一時的に納付ができない事情とか、猶予を受ける金額、それか

ら期間、それから分割においては幾らぐらいで納め切るという、そういうふうなもの、

それから猶予を受ける場合は必ずしも担保を徴しなければならないとなっております。

それから、その書類についても、今回条例で定義しております。それから、担保につ

いては、100万円以下で猶予期間が３カ月以内、３カ月以内で納めるというふうなこ

とであれば、それか特別な事情、これは町長が決める特別な事情でございます。その

分があれば、担保については徴さなくていいというふうなことになっております。 

 それからもう一つ、猶予の申請をされた場合、猶予の申請をされても期間中にどう

しても不慮のことが出てきた場合、そういうふうな場合は訂正をすることができます。

その訂正をすることについては、通知を受けた日から20日以内にしてくださいという

ふうな、そういうふうなことで、そういうふうなものをこの中に決めとるというとこ

ろです。 

 それからもう一つは、今回、マイナンバー法が改正になって、28年１月１日施行さ

れます。それについて、地方税法のほうでも改正があっとりますし、今回条例で改正

したものにつきましては、申告書、個人の申告書じゃなくて法人の場合は法人番号を

記載してくださいというふうなことになりますし、減免を受けたときには番号が必要

ですよとか、それにちなんで軽自動車税の減免とか、固定資産税の減免とか、そうい

う部分についての申告書については個人番号を記載してくださいというふうな改正が

あっとります。 

 それから、もう一つ大きな改正となっておりますのが、たばこ税でございます。た

ばこ税につきましては、現行1,000本につき5,262円ということで課税しております。

ただ、旧三級品と言いまして、６銘柄、エコー、わかば、ゴールデンバット、バイオ

レット、ウルマの国産の６銘柄については、特例ということで、今1,000本につき

2,495円で課税されております。その分が28年４月１日現在で430円高くなりまして、

1,000本当たり2,925円になります。29年４月１日にはまたそれより430円高くなって、

1,000本当たり3,355円、それから30年４月１日にはそれより645円高くなって4,000円

になります。それから、平成31年４月１日は全てのたばこが5,262円ということで、

４年間にかけて標準の価格になるということです。 
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 これについての廃止の理由というふうなことが国がうたっとる文につきましては、

国及び地方のたばこ税について、平成22年10月のたばこ税率引き上げに伴う小売価格

の大幅な引き上げ以降、紙巻きたばこの販売数量が減少する中、低価格で販売されて

いる紙巻きたばこ、旧三級品ですけど、この販売する量が増加したというふうなこと

です。この分につきまして、大きく紙巻きたばこを取り巻く環境が変化しております

ので、特例税率について廃止するというのが一つの理由。それからもう一つが、財務

省及び総務省から、国産６銘柄だけに適用される特例税率は、世界貿易機構協定等の

内外無差別の原則に反しているというふうなことで、外交上、今までそういう是正を

求められていたというふうなことが一つの理由になっております。そのたばこ税の税

率が改正されるとともに、今度は条例の附則のほうの一番最後のほうに、条例改正案

の中の９ページの中ほどから書いております３項以降につきましては、これ、手持ち

品課税の要領が書いてあります。経過措置というふうなことで書いてあります。と申

しますのは、28年４月１日でたばこ税が上がりますので、たばこ税につきましては、

売り渡し業者が小売業者のほうにたばこを売り渡しておりますので、その売り渡され

たたばこが、ストックとして28年４月１日午前０時現在で残っている部分があるわけ

です。その分については、新税率で４月１日から課税することとなりますので、その

分について、保管してあったたばこについてはどのようにして納めなければならない

というふうな、そういうふうな中身を条例にうたっているところでございます。 

 以上、ちょっと簡単ですけど、説明を終わりたいと思います。 

 また、次回からできるだけ詳しい説明の資料をつけるようにいたしたいと思います。 

 

○久原房義議員 

 詳しい説明いただきまして、よく理解できました。ぜひ賛成したいと思っておりま

す。 

 次回からはもう少しわかりやすい説明資料をいただければ、わざわざ質疑もせんで

よかろうと思いますので、ひとつよろしくお願いしときます。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○西山清則議員 

 済みません。私、たばこ吸わないもんで、大体たばこの種類もわからんとですよ。

それで、その紙巻きたばこ、旧三級品というのは大体どがんことですか。フィルター

のついたやつかついてないやつ、そんなやつですか。 

 それと、1,000本単位になってますけども、１本とか20本単位、１箱ケースでこれ

は載せられんやったですか。私、全然たばこ吸わない、わからんもんで、よろしくお

願いします。 

 

○吉原拓海税務課長 

 旧三級品たばこということで６銘柄申し上げました。これは、昭和60年にたばこの
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専売制が廃止されております。そのときに、三級品としてその当時低価格で販売され

ていた紙巻きたばこ、この６銘柄、種類につきましては、エコー、わかば、ゴールデ

ンバット、バイオレット、ウルマという６銘柄になっておりますけど、この分につい

て、当分の間の措置として現行安いままで販売するという、その当時の価格を反映さ

せて販売するというふうなことで、特例の措置が設けられていたというふうなことで

す。 

 あと、1,000本単位ということで申し上げましたけど、１本当たりに換算しますと、

これ、１つずつ申し上げたいと思います。国のたばこ税につきましては、１本当たり

に計算しますと、国のたばこ税が2.571円かかっております。それから、たばこの特

別税ということで、これも国の税金ですけど0.456円かかっております。今度は地方

たばこ税というふうなことでかかりますけど、都道府県のたばこ税が0.411円かかっ

ております。それから、市町村のたばこ税が……。あ、済みません。これは旧三級品

のたばこです。市町村のたばこ税が１本につき2.495円。合計しますと、１本につき

5.879円、約６円ぐらいの税金がかかっているというふうなことです。ただ、このほ

かに消費税もかかりますので。 

 以上でいいでしょうか。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 討論ありませんか。 

 

○秀島和善議員 

 私は、議案第60号「白石町税条例の一部を改正する条例について」反対の立場で討

論させていただきます。 

 先ほど税務課長から詳しく今回の改正内容の３つの柱で説明がありました。１つが

税の猶予について、２つがマイナンバー制度導入に伴う事務の問題について、３つ目

にたばこ税の引き上げということでありますけれども、１点目、３点目については賛

成ですけれども、２点目のマイナンバー制度導入に伴う事務の改定については反対で

あります。その立場でこの条例について反対討論とさせていただきます。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第60号「白石町税条例の一部を改正する条例について」採決をします。 

 本案に賛成の方は起立願います。 

 〔賛成者起立〕 

 起立多数です。よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。 
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日程第４ 

○白武 悟議長 

 日程第４、議案第61号「白石町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について」

議題とします。 

 質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第61号「白石町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について」

採決をします。 

 本案に賛成の方は起立願います。 

 〔賛成者起立〕 

 起立多数です。よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第５ 

○白武 悟議長 

 日程第５、議案第62号「白石町放課後児童健全育成事業負担金徴収条例の一部を改

正する条例について」議題とします。 

 質疑ありませんか。 

 

○溝口 誠議員 

 この条例改正で、午後６時から午後６時30分までの30分間、ただし土曜日は除くと

いうことで、500円の負担金の新設がありました。それからまた、６時から７時まで

の、土曜日を除くということで1,000円になっておりますけども、これを決められる

ためにアンケートを保護者の方からとられたということでありますけど、その中身に

ついてお知らせいただきたいと思います。 

 

○井﨑直樹保健福祉課長 

 学童保育の時間延長につきましてですが、まず25年度の町長と語る会において、午

後６時まででは難しいという意見がございました。25年５月に学童保育を利用されて

いる保護者にアンケートをとったところ、現行のままでよいが56％、延長してほしい

が44％というアンケート結果が出ております。また、平成27年に白石町子ども・子育

て支援事業計画作成のためのアンケートにおきましても、６時台までの希望が66.7％、

19時台までが16.7％というアンケート結果になっております。それで、またことしの

11月にアンケートをとっております。過去２回につきましては、恐らく有料というア

ンケートのとり方ではない、希望だけのアンケートということで、今回は有料を前提

にしたアンケートを、現在学童保育を利用されている方々に対してアンケートをとっ
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ております。利用世帯数が201世帯、回答が157世帯、回収率としまして78.11％の回

収をしております。現行でよいという回答をいただいた分が60.51％、午後６時半ま

で利用したいという回答が24.2％、午後７時まで利用したいは7.64％、つまり６時以

降７時までの１時間延長を希望されている保護者の方が31.84％いらっしゃいました。

その他の意見として、５％ほどあっとります。こういった、やはり６時以降の、６時

半までという希望と７時までという希望を、今回希望に沿うようにということで、時

間につきまして１時間延長しております。金額につきまして1,000円というところで

すけども、おおむね今３時半ぐらいまで、授業を終わられてから学童をされておりま

す。ですから、約２時ちょっとの学童利用時間になるかと思います。それで2,000円

いただいておりますので、１時間1,000円ということで料金の決定を考えております。

１時間1,000円とみまして、その半分、30分延長の方は500円ということでの料金設定

をお願いしたいということで御提案申し上げております。 

 以上です。 

 

○溝口 誠議員 

 今までの１時間1,000円は、６時前の保育の料金で時間割りをしたということで

1,000円、それから30分で500円ということで決められたということで、これは保育園

の延長保育の料金等の兼ね合いはどうでしょうか。そこは考えられて決められたんで

しょうか。 

 

○井﨑直樹保健福祉課長 

 保育園のほうを加味した部分は、30分ごとに50円というのを計上させていただいて

おります。これが現在標準時間で利用される方が迎えにおくれられた場合に50円とい

うことですので、そこにつきましては保育料と合わせております。保育料のほうと

30分ごとに50円ということで、学童も保育園の標準時間の分と合わせております。 

 以上です。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○秀島和善議員 

 関連して、担当課長にお尋ねしますけれども、この時間延長について、支援員の体

制は確立できるのかという点が１点。 

 及び支援の方たちの意見や考え方、希望など、この時間延長に伴うことに対してア

ンケートなり意見交換などされたのかどうか、お尋ねしたいと思います。 

 

○井﨑直樹保健福祉課長 

 当然、時間延長につきましては、この支援員さん方の御理解と御協力なしには時間

延長ができません。ですので、午後７時までということに当たっても、支援員さん方、

継続で見ていただけるかというようなお話をさせてはいただいております。それに基
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づきまして、午後７時までと。やはり、支援員の方も御家庭をお持ちの方が多うござ

います。遅くなると家での支障というものも考えられないことではなかったというこ

とで、25年の町長と語る会から今までかかったというところもあるかと思いますけど

も、そういった理解が合意できたということによって、来年度から実施させていただ

ければと思っております。また、本議会で可決いただいた後でなければ、時間延長に

ついての周知ができません。今、もう現在、きょうから来年度の学童保育の受け付け

というのを行います。12月の広報にも載せておりますが、まだ議会の議決をいただい

ておりませんので、時間延長についての記事は載せておりません。議決いただければ、

すぐにまた周知のほうに努めたいと思っております。 

 以上です。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第62号「白石町放課後児童健全育成事業負担金徴収条例の一部を改正

する条例について」採決をします。 

 本案に賛成の方は起立願います。 

 〔賛成者起立〕 

 起立全員です。よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第６ 

○白武 悟議長 

 日程第６、議案第63号「白石町有明スカイパークふれあい郷の指定管理者の指定に

ついて」議題とします。 

 質疑ありませんか。 

 

○久原房義議員 

 議案第63号についてお尋ねでございますが、これは５年置きの更新ということだと

思っております。この件については、私も一般質問等でいろいろ御意見を言わせてい

ただきましたけども、また９月でしたか、報告書もいただいておりますけども、まだ

非常にこういった施設については、住民の皆さんのためには大いに利用をしていただ

きたいというふうに思うわけでございますけども、ただ費用が余りにも莫大にかかっ

ておるというところが、私は問題じゃなかろうかというふうに思っております。以前

の私の一般質問の中では、次の指定管理者の指定までには何とか検討をしていきたい

というような答弁であったろうというように思っておりますけども、審査委員会等で

も検討してきたという説明もございましたけども、どういった、審査委員会での検討
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をされたのか。特に爽明館、プールと運動器具あたりがある施設についてが一番手が

かかるといいますか、また費用もかかるということで、民間に委託してはどうだろう

かというような提言等もいたしておったわけです。実績等見ておりましても、利用が

なかなか上がっていないというのが実情かというふうに思っております。特にプール

等については、町内からも、武雄とかあちこちにスイミングスクールの送迎バスが毎

日のように回っておられますけども、非常に需要があると思うんです。しかしながら、

ここの施設を利用されないで町外の施設に行っておられるということあたりも、もっ

ともっといろんな意味で事業の内容の見直し、そういったもので、できるだけの経費

はかかるけども収入を幾らかでも上げていこうというような努力が、果たしてあって

るのかどうかということについては甚だ疑問でございます。非常に莫大な金を毎年毎

年投入をしておるわけですから、昨日の一般質問でも出ておりましたけども、行財政

改革、小さいものを幾ら改革してもそう大したことにはならんわけです。しかし、こ

ういった莫大な費用を要しておる施設についての改革、そこら辺に本当に着手をして

いかないというと本当に大丈夫だろうかと、財政的に、なかなか難しいところには手

をつけないと、優しいところから手をつけていくというようなことなのかどうかわか

りませんけども、非常にこの施設については、本当に思い切った改革をやっていかな

くては、本当に住民の皆さんから指示されるだろうかなという、私なりの疑問を持っ

ております。立派な施設ですから大いに利用していただいて、町民の皆さんから喜ん

でもらえるような施設にしていかなくちゃいかんと思うわけですので、その辺の検討

をされた内容をもう一回御報告いただきたいと思います。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 かねがね議員から御指摘をいただいている白石町文化振興財団、あるいはふれあい

郷の管理ということでございますけれども、これまで検討をしてきた経過について御

報告をしたいと思います。 

 まず、第１番目に協議したというのは、白石町文化振興財団、合併以前は有明町文

化振興財団でございました。この設立については、合併以前の旧有明町において、有

明スカイパークふれあい郷の管理運営を主体として、あわせて町民文化の振興を図る

ための組織という位置づけで設立された財団でございます。このことで、建設当時、

補助事業を活用しておりまして、当時農林水産省にも、管理体制は新たに町が設立す

る財団に管理をお任せして直営の方法は考えていませんというような文書も差し上げ

ております。こういったいきさつがあるということでございます。 

 また、こういったいきさつから、設立当時にプロパー職員といいますか、職員を採

用をしたという、町の責任というのもあるというようなところを一番重視して考えて

いるところでございます。 

 それとあわせて、兼ねて御提案をいただいておりましたプール、爽明館部分を切り

離したらどうだろうかとか、そういったことも協議をしておりますが、仮に爽明館の

プール、ここが電気料も3,000万円程度かかっておりますし、それと維持管理に対し

て外部への委託等もしておりますので、いわゆる水の点検だとか、そういったことで

外部にも委託をしておりますので、こういった部分を民間のスイミングスクール等に
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委託する方法はどうだろうかというようなことで検討いたしましたが、基本的にはふ

れあい郷の爽明館については、今のところといいますか、町としては一般住民の方を

主眼に置いて運営をしているということで、どうしても民間の事業者にお願いすれば

スイミングスクール的な利用になるだろうと、またそうしないと採算ベースとしても

かなり厳しいものになってきはせんだろうかと、これはあくまでも意見の中で出たこ

とでございますけれども、そういった事態も考えられるだろうということでございま

す。町としましては、もちろん子供たちを相手にしたスイミングスクールも、今そう

いったところで自主的に運営をしていただいておりますけれども、コース的に言いま

すと、７コースを一般に開放して、スイミングスクールは２コースを利用するという

ふうな、今現行そういった利用の仕方をしております。これが民間になりますと、そ

の逆です。よそのスクールではそういうな逆の利用形態であるということで、しかも

競技を目的としたスイミングスクールをやっておられるところが多いと。白石町のス

カイパークでは、どちらかと言いますと、みんなが、競技じゃなくて水泳を楽しむと

いうか、それから泳げるようになるとか、そういったところに主眼を置いてやってお

ります。また、料金面でも民間よりも約３分の２程度の料金で実施をしている状況で

ございます。こういったことをひとつ検討をしたところでございます。 

 そのほか、今、有明中学校が水泳の時間に利用をしております。それから、今後各

学校のプール等の老朽化というのが出てまいるかというふうなことも考えております。

こういった利用の仕方がないのかということもあります。 

 それからもう一つ、遊喜館とか愛菜農園についての管理を個人さんに嘱託でお願い

してはどうかという御意見もいただいておりましたが、これにつきましても、過去に

財団が個人を雇用して、嘱託で愛菜農園と遊喜館の管理、あるいは農具等の貸し出し、

それから施設の営繕、簡単な修繕工事等を、結構器用なお方でございましたのでやっ

ていただいたような経緯もございますけども、これも財団の会計の中で雇用していた

だいとったというようなことでございまして、今後もし必要であれば、これも財団の

経理の中でしていただきたい、もし必要があればそれも財団の中で協議をしていただ

きたいというふうに考えております。 

 こういったことで検討しまして、現行の体制で今後も継続していくのが適切であろ

うというふうな結論に達したわけでございます。 

 以上でございます。 

 

○久原房義議員 

 いろいろ検討された内容はわかりましたけども、私の察するところでは、さっきも

答弁の中にございましたように、職員の身分保障、ここら辺が一番ネックになっとる

んじゃないかなという感じもするわけです。恐らく大半はここのプールの電気料が約

3,000万円という答弁でもございましたし、あとは人件費、そこら辺が大部分を占め

るんじゃなかろうかと思っておりますが、職員の身分保障については、以前どこも土

地改良区、圃場整備をやっておる時代は職員が土地改良区も必要でしたので、終了後

はそうまで人員が要らないということで、町の職員に引き上げてきた経緯等もあろう

かと思っております。あるいは、保育園の公営でやっとったものを公設民営にほぼ移
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管をしてきたと、そういう中で、１つは昨日もあっとりましたように、適正な人員管

理、それに向かっての一つの手段でもあったというように思っておりますが、そうい

うことで、もしこの身分保障、文化振興財団を解散するとか、もしそういったことに

なれば、職員さんの身分保障はちゃんと、これは町のほうでしてやらんといかんと思

っております。そういうことで、以前土地改良区におられた職員を町の職員に引き上

げてきたと、そういった経緯等もありますから、そこら辺で何とか対応ができないか

なというふうに思っておりますので、ここを解散をして職員さんを首にしてやろうと

か、そういうことは決して申し上げませんので。これは、町職員に引き上げれば、そ

の中で若干採用を抑えていけばいいことであって、それは十分可能だというふうに思

っております。 

 もう一つ、プールの利用について、一般住民を対象にしたことで、そこに重点を置

いてやっとると、スイミングスクールとは若干違いますということであったわけです

が、それは当然公設ですから、民間に委託をしたとしても公の施設ですから、これは

もう今までどおりのやり方、これはもう当然、町としても民間に委託をした場合でも、

十分言えると思うんです。だから、民間に委託したからもう民間の思うとおりにとい

うわけにはいきませんよと。所期の目的あたりが当然あるわけですから、その利用の

形態等については、十分注文づけをしながら運営は可能だというふうに思っておりま

す。 

 そういうことから考え合わせていけば、将来的にはこういった莫大な費用を要する

ものを、幾らかでも費用を抑えていく、あるいは利用をふやしていくということでい

かないというと、どうも文化振興財団というのが、努力してもしなくても、ちゃんと

１つの経営体として本当に努力されてるのかなということを疑わざるを得ないわけで

す。頑張っても頑張らなくても自分たちに何もこたえんというような体質ではどうか

なと思いますので、なお一層の改革を進めていただきたいというふうに思っておりま

す。町長、いかがでしょう。 

 

○田島健一町長 

 今回、このスカイパークふれあい郷の指定管理者の件をお願いしておるわけでござ

いますけども、今御質問がございました。また、これまでの議会でも、いろいろと御

意見を賜っているところでございます。 

 先ほど、課長が答弁いたしましたように、これまでも審査委員会等々で検討してき

た結果を、先ほど御回答申し上げたかというふうに思います。現在のこのスカイパー

ク、平成６年10月にオープンして、もう20年がたつわけでございます。今の回答の中

にも、この補助事業を実施するに当たっての条件みたいなものがあって、建設後の管

理はどうするかということで、この財団が設立されたという経緯もあるようでござい

ます。補助事業を実施するに当たっての条件等々で、何年間このままで行っていいの

か。例えば、設立当初の条件を覆したら補助金返還とかなんとかという話も出てまい

りますので、そういうのがないのかどうかも踏まえた上で、さらに行財政改革も踏ま

えて、いろいろと議論をしていかにゃいかんかなというふうに思います。先ほど、話

ありましたように、プールというところが重荷じゃないのかということでございまし
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たけれども、このプールについても、今一般の方を対象にしているけども、有明中学

校が今利用をしてる、またほかの小・中学校のプールも屋外で老朽化が激しくて、こ

れの建てかえ等々も考えにゃいかんといった中で、この町営の爽明館のプールを利用

できるやせんかとか、いろいろなことを考えていかにゃいかんじゃないのかなという

ふうに思います。 

 そういったことから、今回５年間ということでお願いするわけでございますけども、

この５年間の中でじっくりと、次の更新時にはそのままでいいのかというのをじっく

りと、役場の庁内だけじゃなくて民の皆さんも巻き込んだ形で議論をさせていただけ

ればというふうにも思ってるところでございます。そういったことから、このスカイ

パークは、プール、そして自有館、愛菜農園等々、いろいろ施設がございます。みん

な含めたところで検討をさせていただければというふうに思っているところでござい

ます。 

 以上です。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第63号「白石町有明スカイパークふれあい郷の指定管理者の指定につ

いて」採決をします。 

 本案に賛成の方は起立願います。 

 〔賛成者起立〕 

 起立多数です。よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩をいたします。 

10時56分 休憩 

11時05分 再開 

○白武 悟議長 

 会議を再開します。 

 

日程第７ 

○白武 悟議長 

 日程第７、議案第64号「白石町交流館の指定管理者の指定について」議題とします。 

 質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 
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 討論なしと認めます。 

 これより議案第64号「白石町交流館の指定管理者の指定について」採決をします。 

 本案に賛成の方は起立願います。 

 〔賛成者起立〕 

 起立全員です。よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第８ 

○白武 悟議長 

 日程第８、議案第65号「佐賀県西部広域環境組合の共同処理する事務の変更及び同

組合規約の変更について」議題とします。 

 質疑ありませんか。 

 

○片渕栄二郎議員 

 今度の新しいごみ処理センターでございますけれども、管理運営事業につきまして

は、以前に搬入量に応じて経費がかかるという説明を受けております。施設整備事業

につきましては、均等割100分の10、人口割100分の90というようなことで、この４市

５町で人口が大体約24万と聞き及んでおるところでございます。 

 そういったことで、本町がこの均等割、人口割に関しての経費はどのようになって

おるのか。もう既に試算がなされているかと思いますので、その辺をお尋ねをさせて

いただきたいと思います。 

 

○門田藤信生活環境課長 

 ただいまの御質問ですけれども、今回新設のほうが、佐賀西部クリーンセンターの

ほうが来年の１月からの一応本稼働というふうなことでなってまいります。それに伴

いまして、管理運営事業、ごみ処理施設の管理運営に要する経費の部分と、ただいま

御質問のあった施設整備事業、これはごみ処理施設等の整備に関する経費ということ

で、主に今後、事業のほうは終わっておりますけども、公債費、あるいは今後想定さ

れる修繕補修工事、こういったもの等の経費というふうなことで一応理解をしている

ところでございます。 

 本町における今後の施設整備事業に係る分ですけども、おおむね28年度から32年度

まで、これは町の財政計画等にも一応反映をさせているところですけども、28年度は

負担金、事業費の分ですけども約9,940万円程度、それから29年度が１億2,700万円、

30年度が１億4,400万円、31年度が２億1,400万円、32年度が２億1,300万円というこ

とで、これにつきましては、一番大きいのは今後の起債の償還に係る分、こういった

費用の分が入ってくるのかなというふうに一応考えております。起債の償還につきま

しても、ピーク時になりますと、平成31年度からになりますけども、これが元利合わ

せて約9,900万円程度です。これが出てくるのかなということで、起債につきまして

は、これが一般廃棄物の事業債ということで起債のほうの申請がなされておりますの

で、今後28年から約15年間程度の起債の償還が始まってまいります。本町の起債の償

還につきましては、最終42年度までになりますけども、これが元利合わせまして約
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12億1,800万円程度の起債の償還というふうな形になってくると考えております。 

 以上でございます。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○井﨑好信議員 

 関連でございますけれども、今回西部広域環境組合に移行するに当たって、負担割

合が、私は逆のほうで、管理運営事業、現行はごみ処理事業、それが負担割合が現行

ではそれぞれ均等割なり、あるいは人口割で負担がなされておったのが、今回からは

当該年におけるごみの搬入量の割合というふうなことになったというふうなことで、

私は新しいこういうシステムが本当の、当然なシステムかなと思うわけでございます。

そこで、それぞれの各町、市が減量に努めていかれるというふうに思います。そして

また、それがまた世帯がごみの減量化をしていかなければいかなければならないとい

うふうに思っておりますけれども、そういった減量の啓発といいますか、各世帯にお

ける減量の啓発活動をどのように考えていらっしゃるかというふうなことで、今回か

ら袋、１袋当たりの単価、それぞれ若干値上げもしたようでございます。この１袋で

量を換算、キロじゃなくて１袋当たり換算というふうに思いますけれども、大体１袋

当たり料金がどのくらいかかっているのか、その辺、わかればお答えをいただきたい

というふうに思います。 

 

○門田藤信生活環境課長 

 まず、袋の価格です。算定の根拠についての質問かなというふうに思っております。

まず、ごみ袋のほう、価格のほうを算定するに当たっては、今の現行の袋、いわゆる

１袋に対する処理費、こういったものがどういうふうになっているのかというふうな

ことで、一応価格のほうを算定をいたしております。例を挙げて、可燃ごみの大袋の

ほうで説明をさせていただきますけども、これが、御承知のとおり今１枚当たりに換

算しますと35円というふうな価格の設定になっております。この１袋に対する換算の

重量、おおむね平均しますと大体５キロ程度の換算重量ということで一応認識してい

るところです。今度、袋にかかわる、あと作成費用、これが13.44円です。それと販

売の報償費、各取扱店において袋のほうを販売いたしていただいておりますけども、

この報償費関係が１枚当たり3.02円、それとこの１袋に係る収集運搬費、これが

50.53円、それと一番大きくなりますけども処理費、現行では杵藤クリーンセンター

のほうになりますけども、ここでの処理費をということで約92円程度かかっておりま

す。これらの処理コストのほうを合わせますと、１袋当たりの処理コストということ

で約160円程度が１袋当たりの処理コストということでうちのほうで算定をしている

ところでございます。この１袋当たりの処理コストのおおむね22％、今行っている

22％程度が１袋に対する処理費用というふうなことになっておりまして、それが35円

というふうな形で今ずっと行っております。あと、ほかのごみ袋についても約20％か

ら、若干差はありますけども30％、それぐらいの間で推移をしているんじゃないかな
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ということで、こういった形で住民の皆さんからの袋等の価格については御理解をい

ただいているもんじゃないかというふうに認識をしているところでございます。 

 減量の啓発ということですけども、ごみの減量化については、非常に生活環境課の

ほうででもひとつネックになっているんじゃないかなとは思っておりますけども、今

ごみを出すときに問題になっているといいますか、水分です。水切りといいますか脱

水には、家庭でも簡単にできるような、そういったひとつ工夫をしていただければ、

ごみの減量化につながるようなこともあるんじゃないかなというふうに認識をいたし

ております。そういったことで、生ごみとか、いろんなものがありますけども、そう

いったことで特に今の可燃ごみについてもやはり生ごみ等がかなり出てきているとい

うことで、そういったことで水切りとか、ひと工夫、注意といいますか、考えていた

だければそういった減量化につながるということで、町のほうにおいても、ホームペ

ージとか広報、毎年お知らせはこうしているところでございます。 

 

○井﨑好信議員 

 そういたしますと、35円、袋を買って出した場合に経費が125円かかるというふう

なことで、22％が個人負担であとの79％はもう行政が負担していると言ってもいいわ

けですね。今回、来年の１月１日からはこういった負担割合、ごみの搬入量によって

割合がなされるというふうなことでございます。白石町の場合、今までの現行のそれ

ぞれ均等割、人口割で払っていきよった割合といたしまして、実際のところ、こうい

ったシステムになった場合にどういうふうな、割合の負担はどっちのほうが負担がな

るように、その辺の試算はしていらっしゃいますか。 

 

○門田藤信生活環境課長 

 従来からのそういったごみの搬入量、そういったことでの、今手元のほうに資料を

ちょっと持ち合わせておりませんので、後をもってお知らせをしたいと思っておりま

す。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○秀島和善議員 

 担当課長に３点、お尋ねをします。 

 まず第１点に、現在はプラスチックは分別で出しておりますけれども、１月１日か

らプラスチック類はどのような扱いになるのかというのが第１点です。 

 第２点に、この管理をする団体、契約先、管理はどこと契約をされたのか。 

 また３点目に、その管理費というものは、委託先に対してどれだけの管理費で契約

がなわれているのかお尋ねしたいと思います。 

 

○門田藤信生活環境課長 

 まず、１点目の質問ですけども、１月からのプラスチックの分別についてのお尋ね
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だったと思いますけれども、本町のほうは11月２日から11月20日にかけて住民説明会

を行っております。その中で、説明もいたしてきておりますけども、プラスチックの

分別といいますか、可燃ごみの統合につきましては、これはあくまでも28年４月から

ということで一応行っておりますので、27年度中につきましては従来どおりの分別の

方法ということで行っていきたいというふうに思っております。あくまでも可燃ごみ

の統合ということで、28年度から廃プラのほうの袋についても廃止ということにいた

しておりますので、28年度からの廃プラについては統合ということです。 

 それと、２点目の管理をする団体……（「契約先」と呼ぶ者あり）契約先でしたよ

ね。（「はい」と呼ぶ者あり）これは、新施設のほうの委託ですかね。委託について

は、このごみ処理施設については、初回のこともありまして、来年の１月から平成

31年３月まで、約３年３カ月につきましては、長期的な包括運転管理委託業務という

ことで、一応組合のほうでも選定がなされております。この事業所については、新日

鐵、住金のほうでの運転管理のほうというふうな形で決まっているんじゃないかと思

っています。（「契約金額」と呼ぶ者あり）契約金額は、済みません、ちょっと今資

料ないもので申しわけありません、後のほうで御説明させてください。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○西山清則議員 

 個人搬入もできるわけですので、個人搬入をされて、それで個人で重量によってお

金払いますけども、このほかに持ち込みされた方の市町村のほうに搬入料も加算され

るわけですか。この搬入量の割合があるということは。もう個人でお金払って、どれ

だけ持ってきたってお金を払うわけですよね。それで、市町村にまた搬入料は加算さ

れるわけですね。割合に振り分けられるんですか。 

 

○門田藤信生活環境課長 

 個人搬入についての御質問だと思います。当然、来年の１月からについては、個人

搬入がなされますけども、個人搬入につきましては、処理量によって施設のほうで料

金をお支払いをお願いするというふうな形になってくるかと思います。そうした場合、

処理費用といいますか負担につきましては、市町村のほうの負担金の中のほうが負担

金についても差し引かれる、個人搬入で持ってこられた方、あるいは事業系の一般廃

棄物のほうでの許可、委託じゃなくて許可の分についても、そういった形で搬入はな

されてきますけども、当然その総額の負担からその額は一応差し引いた形での負担金

の請求というふうになってこようと思います。 

 

○内野さよ子議員 

 先日も宇部市にも行ってきましたけれども、西部広域に行きましたときに、ちょっ

とそのとき質問すればよかったんですが、これから、今言われたように個人搬入がど

んどんふえてくると思います。そうすると、例えば自転車とか棚とか、そういうまだ
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まだ使えるものがどんどんこれから個人搬入でふえるんじゃないかなと思うんです。

リサイクルセンター的なものがちょっと見当たらなかったので、そういうなものは今

後どうされていくのか、ちょっともったいないなという気がして、先日宇部市に行き

ましたときにもそういう施設が中にありましたので、今後そこではどうなのかなと思

いました。 

 

○門田藤信生活環境課長 

 粗大ごみ施設のほうでのそういった自転車とか、いろんなことかなと思いますけど

も、有価物としてそういったものが、使えるものについては、その施設内において、

まず一旦持ってこられたものを破砕して分別するような形になるかと思います。分別

したものについては、有価物等については、また別途有価物として種類ごとにそこで

分けられて、あるいは鉄、そういったものについては有価物ですけども、そういった

取引先のほうへ、そういったことで売却等もなされるかと思います。あと、そこで可

燃としてまた戻していく分については、そっちのほうで処理の過程を経て、可燃ごみ

のほうにまた持っていくような形になるかなというふうに思っています。 

 あと、特に有価物については、スラグとかメタル、そういった形に生成された形で

そういった業者のほうに売却方されていくんではないかというふうに思っています。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑。 

 

○内野さよ子議員 

 もちろん何となく施設の中にされているようでした。 

 ただ、これからは大きな搬入物とかがトラックでどんどん搬入するから、まだ使え

る、リサイクルできるようなものがこれから多くなるのかなと思うんです。そういう

なもの。 

 

○門田藤信生活環境課長 

 私がちょっと間違っておりましたけども、そういったことについては、今私が承知

している範囲ではわかっておりませんけども、今後そういった形で組合のほうでも協

議がなされていくんじゃないかとは一応考えております。現段階ではまだ把握をいた

しておりません。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○溝口 誠議員 

 先ほど井﨑議員からありましたように、搬入量の割合によって今回負担がなされる

ということで、町民の皆様へのごみ減量の意識啓発が必要になってくると答えまして、

今先ほど１袋の中で22％が個人負担であって、あと残りが行政が、町が負担をしてい
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るということで、非常にそういう、町民の方は袋35円で処理ができると思い込んでお

られる方もたくさんいらっしゃる。それ以外に多くのお金がかかってるというコスト

意識が町民の皆様には薄いんではないかなと。こういう機会でございますので、１袋

に対してこれだけお金がかかってるという、町民の皆様へ意識の徹底、コスト意識、

ここをしていけば、あ、これ、こんだけ金かかるやったら、やっぱりごみば減らそう

という意識が出てくると思います。１袋35円やったら、35円でもう済んどるばいとい

うことで、そこら辺の意識改革もぜひ、今回のこの改正がありますので、お願いをし

て、減量化に努めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第65号「佐賀県西部広域環境組合の共同処理する事務の変更及び同組

合規約の変更について」採決をします。 

 本案に賛成の方は起立願います。 

 〔賛成者起立〕 

 起立全員です。よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第９ 

○白武 悟議長 

 日程第９、請願第４号「ＴＰＰ交渉に関する請願書」について議題とします。 

 質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより請願第４号「ＴＰＰ交渉に関する請願書」について採決をします。 

 本請願を採決することに賛成の方は起立願います。 

 〔賛成者起立〕 

 起立全員です。よって、請願第４号は採択することに決定しました。 

 最後に、税務課長より訂正があります。 

 

○吉原拓海税務課長 

 議案第60号の中で、たばこ税について、たばこ旧三級品について６銘柄と申し上げ

ながら５銘柄しか紹介しておりませんでしたので、訂正いたします。わかば、エコー、
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しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット。しんせいのほうを外しており

ましたので、訂正申し上げます。 

 それともう一つ、たばこの税について幾らぐらいかという換算をしたときに、少し

説明不足でしたので。旧三級品については、約200円から220円ぐらいで今販売されて

いると思います。１本につきましては11円ぐらいになりますので、その分について

5.879円当たりが国、県、町のたばこ税になっております。430円ぐらいで販売されて

いるたばこ１本につきまして、21.5円ぐらいの中では12.244円が国、県、町のたばこ

税というふうな形になっております。 

 以上、説明を終わります。 

 

○白武 悟議長 

 以上で本日の議事日程は終了しました。 

 14日も議案審議となっています。 

 本日はこれにて散会します。 

 

11時33分 散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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 上記、会議の経過を記載し、その相違ないことを証するため、地方自治法第123条

第２項の規定によりここに署名する。 
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